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１ 魅力・活力ある都市農業の展開 
⑴魅力・活力ある農業の確立 

①認定農業者制度の活用   ②家族経営協定農業の推進 

③農業経営の近代化・情報化 ④施設栽培型農業の推進 

⑤市民（消費者）ニーズに合った農産物の研究 

⑥特産化・高付加価値型農業の推進 

⑦農業者グループへの支援 

⑵後継者育成と新たな担い手づくり 

①農業後継者への支援    ②新たな担い手づくりの推進 

⑶自然にやさしい農業の推進 

①堆肥供給システムの構築  ②農業廃棄物の処理 

③環境保全型農業の推進 

 

２ 農地の活用 
⑴農地の保全と利用促進 

①肥培管理の徹底    ②営農環境の整備・保全 

③生産緑地の保全    ④生産緑地の買取り希望への対応 

⑤生産緑地の追加指定と宅地化農地の保全 

⑥土地利用の整序 

⑵農地の多面的な機能活用 

①農地等の調査・活用  ②防災的スペースの確保 

③景観・環境への貢献をする農地の保全 

 

３ 農からの地域づくり 
⑴食育の推進 

①学校教育等との連携  ②ふれあい体験の充実 

③食を通じた交流の充実 ④食文化の伝承 

⑤農業体験の充実 

⑵地産地消の推進 

①直売施設の拡充   ②学校給食等への市内産農産物の供給 

③市内産野菜のＰＲ  ④顔の見える農業の展開 

⑤新たな流通販売の展開 

⑶農からのまちづくり 

①体験型市民農園・市民農園の整備 

②障がい者への農業体験機会の充実 

③農的空間の活用 

④農業公園創設へ向けた研究    ⑤多摩市農業のＰＲ 

１ 魅力・活力ある都市農業の展開 
 農業経営基盤の強化を図り、魅力・活力ある産業としての農業

の確立を目指します。 

 これとあわせ、積極的に農業後継者や女性農業者の育成・支援

を行うとともに、新たな担い手づくりを進めていきます。 

 また、市民（消費者）ニーズに合った農産物、多摩市の農産物

を利用した特産品の研究を進め、高付加価値型農業の展開を図り、

安全で自然環境に配慮した農産物生産を目指した、環境保全型農

業を推進していきます。 

２ 農地の活用 
 農地は、農業を行うための基盤であり、都市化が進み農地が減

少している現状に歯止めをかけるために営農環境の保全と基盤整

備に努めていきます。 

 同時に、災害時における防災空間や良好な住環境を提供する緑

地空間等といった農地が持つ多面的機能の活用を図っていきま

す。 

３ 農からの地域づくり 
 「農」の多面的な機能を活かしながら、市民と農業者が共に協

働し、農的空間の活用や農とのふれあいを図り、農のあるまちづ

くりの取り組みを進めます。 

 特に、市内で採れた安全で新鮮な野菜の供給を行い、市民（消

費者）との交流も含めた「地産地消」を積極的に推進していきま

す。 

 また、健全な食生活を実践する知識や力を習得できるよう、農

業体験を通じた「食育」の推進を図ります。 

 
市では、平成１３年に策定した「多摩市農業振興計画」に基づいて、

様々な施策の展開を図ってきましたが、平成１７年には国において「食

料・農業・農村基本計画」の見直しが行われ、東京都においても、活

力ある農業経営の展開による地域の活性化と、都民の豊かな食生活と

農のある快適な街づくりを推進するために「東京都農業振興基本方針」

を改正しました。 

一方、農業を取り巻く情勢は、国内での BSE（牛海綿状脳症）発生

や、中国産餃子の農薬混入事件などが起こり、食の安全への関心、「地

域でとれたものを地域で」といった消費志向の高まりが見られ、「地産

地消」や「食育」の取り組みが必要となってきました。 

こうした国、東京都の動きや、情勢の変化に応じ、高齢化の進展な

ど環境の変化も踏まえた上で、施策の体系を見直し、多摩市の農業の

振興と市民生活の安定を図るため、「多摩市農業振興計画」の改訂を行

いました。 

計画改訂の目的 

将来像実現のための基本方針 施策の体系 

多摩市農業の将来像  くらしに農をいかすまち 多摩 

 

平成２１年度（２００９年度）より平成３０年度（２０１８年度）ま

での１０年間とします。 

計画の期間 

 

⑴ 多摩市総合計画との関係 

第四次多摩市総合計画後期基本計画（２○１○への道しるべ多摩市

戦略プラン）において、農業に関しては、まちづくりの優先分野Ⅲの

『活気とやすらぎが調和するまちづくり』の中で、「都市農業の振興」

「農業体験ができる機会の充実」が施策の方向性として位置づけられ

ています。基本計画との整合を図りながら施策を展開する内容として

本計画を策定しました。 

 

⑵ 農業経営基盤強化促進法に定める農業基本構想としての位置づけ 

本計画は、国の「食料・農業・農村基本計画」、東京都の「東京都農

業振興基本方針」との整合性を図り、農業経営基盤強化促進法に基づ

く農業経営基盤強化促進基本構想として位置づけ、効率的、安定的な

農業経営を行う認定農業者を中心に都市農業の発展を目指します。 

計画の位置づけ 


